
飲料水に関する健康危機管理・水質事故 

１. 飲料水健康危機管理実施要領の概要 
（１） 趣旨及び目的 

 「飲料水健康危機管理実施要領」（平成９年１月策定、平成 25 年 10 月最終改
正）は、「厚生労働省健康危機管理基本指針」（平成９年１月策定、平成 24 年
11 月最終改正）に基づき、飲料水を原因とする健康被害の発生予防、拡大防止等
の危機管理の適正を図るため、厚生労働省における責任体制及び権限行使の発動
要件について定めたものである。 

 
（２） 対象となる飲料水 

 水道事業者等（水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道設置者）並びに
簡易専用水道設置者が供給する水道水、水道法の規制が適用されない小規模水道
により供給される水、井戸水 等 

 
（３） 情報の収集 

 飲料水に係る健康危険情報を入手したときに、厚生労働省及び都道府県等の所
管に応じ情報収集を行い、さらに詳細な情報の収集を行う手順や継続的なフォロ
ーアップを実施することなどを定めた。 

 （情報の例）水道原水に係る水質の異常、水道水を原因とする食中毒等の発生 等 
 
（４） 情報の伝達 

 厚生労働大臣、官邸への情報伝達及び厚生労働省内部や関係省庁との間の情報
伝達のルールなどを定めた。 

 
（５） 対策の決定 

 飲料水を原因とする健康危険情報を入手した場合に、水道法に基づく権限の発
動要件と手順、継続して情報収集して対策内容に反映させることや、対策の情報
を公開することなどを定めた。 

 （権限の例）立入検査の実施、水道用水の緊急応援の実施 等 
 
（６） 健康危険情報の提供 

情報提供の窓口を水道課水道水質管理官とし、電子メール等の活用により、迅
速に情報提供することなどを定めた。 

 
２．最近の水質事故事例と未然防止策 

①衛生上必要な措置の実施について 
（例１）用水受水地点でジアルジアが検出され、煮沸を呼びかけた上で給水継続。  
（例２）浄水場沈砂池内に油の入ったビニール袋が投入される事件が発生し、取

水を停止。  
・水道施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入っ

て水が汚染されるのを防止する措置を徹底。  
・水道水源の監視、水道施設の警備等の取組を徹底。 

 
②残留塩素濃度の確保について 

（例１） 塩素滅菌機が稼働しなかったことにより、住民が細菌性腸炎を発症。
患者宅では残留塩素濃度が 0 mg/L であった。 

（例２） 毎日検査において残留塩素濃度が 0.1 mg/L 未満となっていたにもかか
わらず、未対応。1 ヶ月以上の間、残留塩素濃度不足で給水していた。  

・塩素注入設備等の適切な点検を実施。 
・毎日検査の確実な実施と適切なチェック。 
・異常値が出た場合の連絡体制を確保。  

（資料 13－３） 



３．健康影響の発生した水質汚染事故 
発生年月日 発生場所 原因飲料水 原因物質等 発生施設 摂食者数 患者数 

H8.6 埼玉県 水道水 クリプトスポリジウム 浄水場   8,812  

H15.3.17 新潟県 井戸水 

ノロウィルス、ウェルシュ、

黄色ブドウ球菌、カンピロ

バクター、大腸菌 

飲食店 227  151  

H15.6.10 石川県 井戸水 ノロウィルス 飲食店 522  76  

H15.7.4 大分県 井戸水 
腸管出血性大腸菌（ＶＴ産

生） 
家庭 4 3 

H15.7.20 千葉県 
冷水器（簡易専用水

道） 
A 群ロタウィルス 学校 86  47  

H15.9.5 愛媛県 
冷水器（推定、水源は

専用水道（深井戸）） 

カンピロバクター・ジェジュ

ニ／コリ 
学校 525  69  

H16.3 月上旬 広島県 井戸水 
大腸菌群が検出されたが

特定できず 
家庭 17  15  

H16.8.18 石川県 簡易水道（表流水） 
カンピロバクター・ジェジュ

ニ／コリ 
宿泊施設 78  52  

H17.3.16 秋田県 簡易水道(地下水) ノロウィルス 家庭等   29  

H17.6.30 山梨県 簡易水道(表流水) 
カンピロバクター・ジェジュ

ニ／コリ 
家庭等   76  

H17.7.6 大分県 
専用水道(無認可、表

流水） 

プレシオモナス・シゲロイ

デス 
宿泊施設 280  190  

H17.7.18 大分県 井戸水 病原大腸菌(O168) キャンプ場 348  273  

H17.8.2 長野県 湧水 病原大腸菌(O55) 宿泊施設 81  43  

H17.8.13 高知県 井戸水 不明 家庭等 28  16  

H18.8.20 福島県 湧水 
カンピロバクター・ジェジュ

ニ 
家庭等   71  

H18.9.17 宮城県 井戸水？ A 型ボツリヌス菌(芽胞菌) 家庭等 9 1 

H21.9.24 鳥取県 
不明（飲料水：簡易水

道の可能性あり） 
不明 家庭等   36  

H22.11.15 千葉県 小規模貯水槽水道 
クリプトスポリジウム、ジア

ルジア 
家庭等 43 28 

H23.7.23 長野県 専用水道（沢水） 病原大腸菌(O121) 宿泊施設   16  

H23.8.1 山形県 湧水 病原大腸菌(O157) 家庭等 5 2 

H24.7.14 富山県 簡易水道(地下水) 
エルシニア・エンテロコリチ

カ 
家庭等   3 

H25.5.9 大阪府 簡易専用水道？ 
ノロウィルス、カンピロバク

ター・ジェジュニ 
飲食店  不明 

H25.5.29 神奈川県 簡易専用水道 一般細菌、大腸菌 家庭等 85 11*1 

（平成 26 年２月末現在） 

*1 水道水（受水槽水）が原因であったかは不明。 


